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公文書公開請求の取下げ（LoGoフォーム申請）について 

 

○公文書公開請求の取下げをする場合の手順を記載しています。 

 

（１）情報公開（県ホームページ）の画面にある「公開請求の取下げ」をクリック 

 

 

（２）オンライン申請より公文書を管理している県の機関を選択（クリック） 

（例：岐阜県庁舎内の所属） 

 



 

【申請者】 

2 

 

 
 

（３）入力フォームに従い、申請者の「メールアドレス」を入力
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（４）送信されたメールのＵＲＬをクリック 

 

 

（５）入力フォームに従い、必要事項を入力し、「確認画面へ進む」をクリック 
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（７）内容を確認後、「送信」をクリックして、送信完了 

 

 

 

（８）送信完了後、（４）で入力したメールアドレスに受領メール送信されます。 

 

取下げ手続きは以上です。 

※休日又は、受付時間外（17時 15分～8時 30分）に行った申請は、翌開庁日の受付とな

ります。 


